
(57)【特許請求の範囲】
【請求項１】

キャビネット本体の引出の前板の背面側に、上部のキャビネッ
ト本体側から引出の中を隠蔽するための内幕板を垂設し、

内幕板と前板の間に
指を挿入することのできる空間を形成したことを特徴とするキャビネットの引出構

造。
【発明の詳細な説明】
【０００１】
【発明の属する技術分野】
本発明は、キャビネットの引出の中を見えないようにすると共に、引出の前板の背面側に
指を挿入することのできる空間を形成するようにしたキャビネットの引出構造に関するも
のである。
【０００２】
【従来の技術】
従来のキャビネットの引出は、図３の縦断面図又は図４の縦断面図に示す通りである。図
３に示す従来の引出１は、引出本体２がキャビネット本体３のスライド用枠部材４上を摺
動自在に配設されており、引出１を納めた状態で前板５の下部側の背面がスライド用枠部
材４に当接している。そして、前板５の上面側には、上位の引出１の前板２の下面側との
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間に、隙間６が形成されている。
【０００３】
一方、図４に示す引出７は、前板５の背面側に、キャビネット本体３のスライド用枠部材
４から垂設された内幕板８が配設されており、当該内幕板８は前板５の背面側に当接する
構造である。そのため、この引出７では使用者が指を挿入するための空間がなく、引出７
を出し入れする操作ができないので、前板５の上端面又は下端面に指を挿入するための凹
部９を形成するようにしている。
【０００４】
【発明が解決しようとする課題】
ところが図３に示す従来の引出１にあっては、前板５の上方側に形成される隙間６から引
出１内へ収納した内容物が見え、お客さんや外部の者が出入りする箇所へ設置することが
できないという欠点があった。
また図４に示す引出７では、内幕板８があるために、その内容物が見えるということはな
いが、内幕板８があるために指を挿入するための空間がなく、前板５の上端面又は下端面
に指を挿入するための凹部９を形成しなければならず、そのための作業が煩雑であり、面
倒であった。
【０００５】
【課題を解決するための手段】
本発明は従来の前記課題に鑑みてこれを改良除去したものであって、内幕板と前板との間
に指を挿入するための空間を形成することにより、内容物が見えず又前板の加工が不要な
キャビネットの引出構造を提供せんとするものである。
【０００６】
　前記課題を解決するために本発明は、

キャビネット本体の引
出の前板の背面側に、上部のキャビネット本体側から引出の中を隠蔽するための内幕板を
垂設し、

内幕板と前板の間に 指を挿入することのできる空間を形成して
いる。
　このように、引出前板の背面側に配設した内幕板と前板との間に指を挿入するための空
間を形成することにより、引出本体の中へ収納した内容物が見えることなく引出の出し入
れ操作が可能となる。
【０００７】
【発明の実施の形態】
以下に、本発明の構成を図面に示す発明の実施の形態に基づいて説明すると次の通りであ
る。尚、従来の場合と同一の符号は同一の部材を示すものである。図１及び図２は本発明
の一実施の形態に係るものであり、図１はキャビネット１０の全体を示す側面板を取り外
した状態を示す側面図、図２はその引出１１部分の拡大図である。図１及び図２に示すよ
うに、この実施の形態にあっては、前板５の背面側にあって、キャビネット本体３のスラ
イド用枠部材４から内幕板８を垂設している。そして、前板５の背面側と内幕板８との間
に、スペーサ１２を配設し、前板５の背面側と内幕板８との間に指を挿入するための空間
１３を形成している。
【０００８】
　このように前板５の背面側と内幕板８との間に指を挿入するための空間１３を形成する
ことにより、使用者は引出１１の出し入れ操作に際し、前記空間１３へ指を挿入して前板
５を引っかけて行うことができる。また内幕板８が上下の引出１１，１１の前板５，５ど
うしの間の ６を遮蔽し、引出本体２に収納された内容物が外部から見えないようにす
ることもできる。なお、スペーサ１２は、内幕板８の上下の二カ所に設けた場合を図示し
ているが、いずれか一方に設ける構成であってもよい。
【０００９】
ところで、本発明は上述した実施の形態に限定されるものではなく、例えば、対象となる

10

20

30

40

50

(2) JP 3755103 B2 2006.3.15

キャビネット本体に納めた状態の引出の前板の上
側に、当該引出の前板背面側に指を挿入するための隙間を形成し、

該内幕板と納めた状態の引出の前板との間にスペーサを配設して両者を離隔させ
、これら 上記間隙を通じて

隙間



キャビネットの種類や大きさ、引出の設置段数等は適宜の変更が可能である。
【００１０】
【発明の効果】
以上説明したように本発明にあっては、キャビネット本体の引出の前板の背面側に、上部
のキャビネット本体側から引出の中を隠蔽するための内幕板を垂設し、該内幕板と前板と
の間に指を挿入することのできる空間を形成している。このように、引出前板の背面側に
配設した内幕板と前板との間に指を挿入するための空間を形成することにより、引出本体
の中へ収納した内容物が見えることなく引出の出し入れ操作が可能となる。
【図面の簡単な説明】
【図１】本発明の一実施の形態に係るキャビネットの全体を示すものであり、側面板を取
り外した状態の側面図である。
【図２】図１における引出部分の拡大図である。
【図３】従来技術に関するものであり、キャビネットの側面板を取り外した状態の引出部
分を側面から見た拡大図である。
【図４】他の従来技術に関するものであり、キャビネットの側面板を取り外した状態の引
出部分を側面から見た拡大図である。
【符号の説明】
２…引出本体、６…隙間、８…内幕板、１０…キャビネット、１１…引出、１２…スペー
サ、１３…指挿入用の空間
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【 図 ４ 】
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